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手順書例 在宅医療分野における特定行為研修修了者活用ガイド ��

手順書とは
　手順書は、医師または歯科医師が、看護師に診療の補助を行わせるための包
括的指示書として作成する文書です。特定行為研修省令で示されている具体的
な記載事項は、以下のとおりです。

1．看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲
2．診療の補助の内容
3．当該手順書に係る特定行為の対象となる患者
4．特定行為を行うときに確認すべき事項
5．医療の安全を確保するために医師または歯科医師との連絡が必要となった
場合の連絡体制

6．特定行為を行った後の医師または歯科医師に対する報告の方法

　なお、３の「当該手順書に係る特定行為の対象となる患者」とは、その手順
書を適用する患者の状態を指します。患者は、医師または歯科医師が手順書に
より指示を行う時点において、特定されている必要があります。
　手順書の具体的な内容については、１～６の手順書の記載事項に沿って、医
師または歯科医師があらかじめ作成することになっています。また、各医療現場
の判断で、記載事項以外の事項や、その具体的内容を追加することもできます。

「特定看護手順書」作成にあたって

手順書例の紹介
　今回、ご紹介する手順書は、医療法人社団平郁会で実際に使用されているも
のです。在宅領域パッケージ研修を修了した特定看護師が使用しているもので、
看護師が手順書を作成し、医師が確認、修正することで運用しています。
ご紹介した手順書例をもとに作成いただくことは問題ありませんが、必要に応じ
て、医師または歯科医師と特定看護師とで連携し、内容の追加、修正、変更を
お願いいたします。
　また、厚生労働省のホームページにも手順書例が紹介されていますので、ご
参考にしてください（P14）。



気管カニューレの交換
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手順書例１

【当該手順書に係る特定行為の
対象となる患者】
気管開窓術または気管切開術か
ら３か月以上経過しており、かつ
在宅もしくは施設での初回交換
ではないことを前提として以下に
該当する患者・患児(ただし12
歳以上に限る)
・定期交換の時期
・何らかの原因で気管カニューレ
が破損もしくは抜けてしまい、
臨時での交換が必要になった
場合

【看護師に診療の補助を行わせる患者
の病状の範囲】
・気管孔がろう孔化しており、カテー
テルの交換が困難ではないことが確
認されている場合
・カニューレが乾燥した分泌物等で
狭窄もしくは閉塞し、交換が必要
な場合
・意識、バイタルサイン、病状が平
常時と比較して著しい変化がない
場合
・前回の定期交換時に、気管孔から
著しい出血や感染徴候が認められ
ない
・臨時交換時、気管孔からの持続的
な出血や感染徴候が認められない

【医療の安全を確保す
るために医師・歯科医
師との連絡が必要と
なった場合の連絡体制】
主治医もしくは当番医
に直接状況を話し、指
示を仰ぐ
※必要時はビデオ電話を
使用

【特定行為を行った後の医師・歯科医
師に対する報告の方法】
・異常がなければカルテ内に行為記録
を行い、主治医もしくは当番医への
電話連絡は不要
・カルテの記載に関して、使用した物
品の写真を添付する

【診療の補助の内容】
気管カニューレの交換

不安定・緊急性があ
る場合は主治医に直
接、電話連絡し指示
を仰ぐ

【特定行為を行うときに確認すべき事項】
≪交換前≫
・急変時や緊急時の連絡先、連絡方法の確認及び何かあ
ればすぐに人が呼べる状況か確認
・意識やバイタルサイン、普段と比べて呼吸様式や呼吸回
数などに関して明らかな変調がないか
・必要物品や環境の確認：聴診、酸素飽和度の測定、吸
引施行等
・抗凝固薬や抗血小板薬の内服薬の状況
・前回の交換時以降の状況（痰の量や性状、気管孔から
の出血や感染徴候、皮膚障害の有無）
・介助者の有無
・（人工呼吸器装着の場合）通常時の一回換気量、分時換
気量に変化がないか確認
≪交換後≫
・意識やバイタルサイン、呼吸困難感の有無と程度
・交換後の呼吸回数や呼吸様式と気管孔の状態（出血、
分泌物の量や性状、色など）
・皮下気腫の有無
・（人工呼吸器装着の場合）一回換気量、分時換気量に変
化がないか確認
・必要物品や環境の確認：必ず聴診、酸素飽和度の測定、
吸引施行、片づけ(コスト書類確認)と環境整備

※病状の範囲外

どれか一つでも該当し
ないものがあれば主
治医もしくは当番医に
直接連絡し指示を仰ぐ

※病状の範囲内であり、
　安定・緊急性なし



胃ろうカテーテルまたは胃ろうボタンの交換
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手順書例2

【当該手順書に係る特
定行為の対象となる
患者】
在宅や施設での初回交
換ではない場合で、か
つ造設から6か月以上
経過しているバルーン
型であることを前提に
（※１：最下列の注意事項
参照）
・定期交換の時期
・何らかの原因でカ
テーテルやボタンが
抜けてしまい、臨時
での交換が必要に
なった場合
・過去、交換時にトラ
ブルがなかった方

【看護師に診療の補助を行わせる患者
の病状の範囲】
・意識、バイタルサイン、病状が平
常時と比較して変化がない
・胃ろうカテーテル及び胃ろうボタン
の物品・サイズの変更が必要な場合
・定期交換前のカテーテル又はボタン
の可動性が良好で、ろう孔からの出
血や感染徴候がない場合
・臨時交換時、ろう孔部からの持続的
な出血や感染徴候、ろう孔閉鎖が認
められない
・臨時交換時、交換前のデバイスの
破損がないと確認がとれた場合
※ただし事故（自己）抜去による臨時交換の
際は、抜去されたデバイス及びろう孔部の
写真を撮影し、主治医もしくは当番医の許
可を得た場合に限る

【医療の安全を確保す
るために医師・歯科医
師との連絡が必要と
なった場合の連絡体制】
主治医もしくは当番医

【特定行為を行った後の医師・歯科医
師に対する報告の方法】
・胃ろうカテーテルもしくはボタン挿
入後のレントゲン読影について、迅
速に主治医もしくは当番医に電話で
依頼をする
※その際にカテーテルもしくはボタン交換に
伴う異常があれば、併せて口頭でも報告
する

・胃ろうカテーテルもしくはボタン交
換時に明らかな異常がなければカル
テ内に行為記録を行い、主治医もし
くは当番医への電話連絡は不要
・今後デバイスやサイズ変更が必要と
考えられた際は、ろう孔部の写真撮
影を行いアセスメント内容を伝え、
次回の交換に向けて準備する

※１：在宅や施設内での初回交換となるケース(病院等での交換歴があるが施設や在宅での胃瘻交換歴がないケース)では、医師同席のもとであ
れば特定看護師による初回交換の対応は可能。ただし胃瘻造設後、まるっきりの初回交換に関しては瘻孔形成が不十分である可能性も考
慮し、対応不可。基本的には外部受診にてご対応頂く

【診療の補助の内容】
胃ろうカテーテル（バ
ルーン型）又は胃ろう
ボタン（バルーン型）
の交換

不安定・緊急性があ
る場合は主治医に直
接、電話連絡し指示
を仰ぐ

【特定行為を行うときに確認すべき事項】
≪交換前≫
・交換に必要な物品の準備
・緊急時の連絡先、連絡方法の確認
・意識やバイタルサイン
・経腸栄養や内服薬の中止の状況
・抗凝固薬や抗血小板薬の内服薬の状況
・過去の交換時の情報（最終交換日、最終交換時の異常や困難性
の有無）
・ろう孔部の状態（出血や感染徴候、ろう孔部周囲の皮膚障害の有無、
カテーテルの可動性）
・介助者の有無
・放射線技師への連絡、手配の状況
（カテーテルもしくはボタン交換後に異常の有無が確認できる状
態か）
≪交換後≫
・環境整備：胃ろうカテーテル交換後に必要なデバイスを担当者も
しくはご家族様に渡す。破損の有無の確認
・新しい胃ろうカードへの情報記載やコストの確認、担当者への引き
継ぎ事項があれば申し送る
・意識やバイタルサイン、交換後の腹部症状とろう孔部の状態（腹
痛や出血、胃液の漏れの状態）
・交換後のカテーテル又はボタンの可動性と胃内容物の逆流状況
・確認方法
X線での確認（医師不在では算定不可）
※異常がないと医師も確認するまでは、患者の近くから離れない
スカイブルー法による確認100mlの水に1mlのインジゴカルミンを混入した色
素液を、交換前に胃内に注入し、交換後に吸引して確認する

・留置に伴う異常がないと医師が判断後、中止していた経管栄養及
び内服薬等の再開を指示

※病状の範囲外

どれか一つでも該当し
ないものがあれば主
治医もしくは当番医に
直接連絡し指示を仰ぐ

※病状の範囲内であり、
　安定・緊急性なし
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手順書例3

【当該手順書に係る特定行為の対象と
なる患者】
・関節、会陰部、顔以外の部位に発生
した褥瘡
・壊死組織に血流が認められない褥瘡
・感染兆候が認められない、または感
染兆候がありドレナージが必要と判断
した場合
・急性期の褥瘡でないこと（DTI疑い
等で壊死組織が定着していない状況
でないこと）
・主治医不在時に褥瘡形成が発覚した
際、医師と写真やFaceTime等で褥
瘡状況を共有し、指示を仰ぎ行う。
※壊死組織の除去によりQOLの改善が見込め
ない終末期患者を除く

【看護師に診療の補助を行わせる患者
の病状の範囲】
・いつもと全身状態に変化なし
・意識状態、バイタルサインの変化
なし
・著明な出血傾向なし

【医療の安全を確保するた
めに医師・歯科医師との連
絡が必要となった場合の連
絡体制】
主治医もしくは当番医師へ
電話連絡

【特定行為を行った後の医師・歯科医
師に対する報告の方法】
・主治医または当番医師への電話連絡
・カルテへの記載

【診療の補助の内容】
褥瘡又は慢性創傷の治癒
における血流のない壊死組
織の除去

不安定・緊急性があ
る場合は主治医に直
接、電話連絡し指示
を仰ぐ

【特定行為を行うときに確認すべき事項】
≪施行前≫
・必要物品の準備
・止血操作の選択と準備
・緊急時の連絡先、連絡方法の確認
・意識やバイタルサイン
・全身状態の悪化がないか
・あれば採血データの確認
・抗凝固薬、抗血小板薬内服確認
・褥瘡部位
・褥瘡の状態（DESIGN-R®2020評価）
・褥瘡部の写真撮影
≪施行後≫
・意識レベル、バイタルサイン
・施行後の出血や疼痛の持続
・褥瘡部写真撮影

※病状の範囲外

どれか一つでも該当し
ないものがあれば主
治医もしくは当番医に
直接連絡し指示を仰ぐ

※病状の範囲内であり、
　安定・緊急性なし
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手順書例4

【当該手順書に係る特定行為の対象と
なる患者】
在宅や施設入所患者で
・自覚症状や飲水量、排尿回数等から
脱水が疑われる場合

・脱水により補液を繰り返しており、今
後脱水を起こしうる可能性が高いと
考えられる患者

【看護師に診療の補助を行わせる患者
の病状の範囲】
・意識状態の変化がない
・軽度の頻脈以外にバイタルサインに
異常がない
・あれば過去の採血データ（著明な電
解質異常Na、K、Cl、腎機能異常
BUN、Cre低蛋白血症がないことが
望ましい）
・6ヶ月以内に心不全、腎不全による
既往、入院歴がない
※病歴や身体診察から、脱水の原因が感染症
など急性疾患によるものと考えられる場合
は、医師に直接連絡

【医療の安全を確保するた
めに医師・歯科医師との連
絡が必要となった場合の連
絡体制】
主治医もしくは当番医師へ
電話連絡

【特定行為を行った後の医師・歯科医
師に対する報告の方法】
・主治医または当番医師への電話連絡
・カルテへの記載

【診療の補助の内容】
脱水症状に対する輸液によ
る補正
輸液製剤はカリウムを含ま
ないものを用いるのが望ま
しい

どれか一つでも該当し
ないものがあれば主
治医もしくは当番医に
直接連絡し指示を仰ぐ

【特定行為を行うときに確認すべき事項】
≪実施前≫
・急変時や、緊急時の連絡先連絡方法の確
認、及び何かあればすぐに人を呼べる状況
か確認
・意識、バイタルサイン、普段と比べて明ら
かな変調がない
・飲水量、尿量、舌乾燥、ツルゴール低下、
腋窩乾燥の有無
・抗凝固薬、抗血小板薬の内服薬の状況
・介助者の有無
≪実施後≫
・意識レベル、バイタルサインに変化がない
・輸液過剰による溢水と思われる自他覚症
（呼吸苦、喘鳴、浮腫、SPO2低下）が
ない

※病状の範囲外

不安定・緊急性があ
る場合は主治医に直
接、電話連絡し指示
を仰ぐ

※病状の範囲内であり、
　安定・緊急性なし


